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本日の委員会に付した案件 

議案第68号 令和２年度長与町水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第76号 令和元年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定について 
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開  会   ９時３２分 

閉  会  １４時５４分 

 



○委員長（中村美穂委員） 

改めまして皆様おはようございます。定足数に達しておりますので、本日の産業厚生

常任委員会を開会します。令和２年第３回定例会本会議におきまして、本常任委員会に

付託を受けました議案第６８号令和２年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）の件

を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

改めまして皆さんおはようございます。それでは議案第６８号令和２年度長与町水道

事業会計補正予算（第１号）について御説明をいたします。予算書の１ページをお開き

願います。今回の補正につきましては、第２条におきまして債務負担行為を新たに第５

条に追加するもので、期間及び限度額を定めるものでございます。内容につきまして御

説明いたします。現在の長与町浄水場運転管理業務委託契約は令和２年度末で終了いた

しますことから、業務委託内容を見直すとともに、透明性や競争性の確保という観点か

ら引き続き競争入札方式にて入札を行うものであります。期間につきましては、前回は

新たな体制への移行ということで改善すべき点が出てくることを考慮いたしまして、３

年間という期間でお願いをいたしましたが、今回、改善を行える部分は改善を行い、委

託業務の中に薬品調達や電気料金、５０万円以下の修繕費等を盛り込み、受注者に、よ

り長期的な視野で業務が遂行できるよう、令和３年度から令和７年度の５年間といたし

ました。また、令和３年４月１日から万全の体制で業務を行えるよう業務の引き継ぎを

行うための移行期間を設けているため、本年度中に契約締結を行う必要があり、債務負

担をお願いするものです。限度額につきましては１１億５００万円を予定しております。 

以上が今回の補正の内容でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

説明がありましたけど、今回は３年から５年に延ばすということで内容を幾らか聞き

ましたけど、私は当初、この上水にしても、下水にしても、ずっと随意契約で２０数年

きたことに対して、１０年ほど前から少し透明性が薄いので入札制度にしたらどうかと

いうことをずっと話をしてきて、やっと４年か５年前にこの入札という形になったわけ

ですね。そしてすぐに移行するというのは大変だから、マニュアルを作るのに約３年か

４年掛かったんですね。そしてその中で３年間の債務負担行為をつくり、今回、５年間

の債務負担行為になって上程をされてるわけですね。３年間でやってきたことと、この

５年間でやるリスク。通常５年でやるのか。それとも３年間でやって不都合があって５

年でやるのか。その辺の５年間にするメリット、先程幾らか薬品の問題とか、５０万円



以下の問題出てきたけど、もう少し詳しく話をいただきたい。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

３年から５年にするメリットということでございますけれども、まず３年間の実質予

算のことを考えて、３年に至る前にいろいろ考えていたわけですけども、そういった中

で先程申し上げましたように薬品調達や電気料金、あるいは修繕費等を業務委託の中に

盛り込んでいこうという話が出まして。３年から５年にすることによって受注者サイド

から見ますと、５年にわたる業務執行が保証をされることにより、人員の確保、あるい

は従事者の質の向上による安定的な業務遂行メリット、あるいは創意工夫による経費の

削減。これは電気料金や薬品、そういったものを盛り込むことによって創意工夫による

経費の縮減などの効果が期待できるため、事業者側にコスト縮減の意欲を引き出すこと

ができるということがあると思います。それと我々サイドから見ますと、委託、設計、

積算においても、３年よりも５年で見た方が諸経費の率の減少となると、単年で見てい

くと経費節減の効果がございます。そういった意味で事務の簡素化にも繋がっていくか

と思いますので、そういった辺りがメリットになるのではないかと考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

メリットについては分かりました。そうするとこの３年間の実績を踏まえて５年間に

するという考え方で良いわけですか。この３年間は準備期間だったと。それでその金額

から、先程言われたように薬品とかいろんな業者の下請の問題なんかのメリットがある

ので、こちらに変えたという考え方で良いわけですね。それと随意契約から３年になっ

て、そして５年になるということで、財政的な問題とすれば先程課長が言われたことか

らいけば金額的には良いのかなと思うんですけど、その辺について内容が分かれば。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

試算におきまして、設計額を３年の場合と５年の場合を比較いたしましたところ、３

年前と比較すると上がる部分はあるんですけれども、それを３年から５年に変えること

によって諸経費の率が下がることによって、その上がった部分をカバーすることができ

まして、単年で見ますと３年と５年で比較してもほぼ同額といった形になってます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 



５年になった場合、多分５年後というのは水道の使用量もちょっと減るんじゃないか

と思うんですけども、その辺も加味されての限度額なのかという点と、あと限度額と出

ちゃうと入札のときに上限がもう分かってしまって、入札前に情報を漏らした形になら

ないのかってちょっと疑問に思ったんですけど、お教えください。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長補佐。 

○課長補佐（髙橋庸輔君） 

５年後の給水人口によって水需要の減少と。確かに委員おっしゃるとおり減っていく、

もしくは横ばい程度という試算はしております。ただ、運転管理業務委託に関して言え

ば、水を作る工程、管理する工程っていうことに関して、水の減少であったり、料金の

減少には直接影響するものではなく、やっぱり同じように管理をしていかなければいけ

ないという状態でございます。あと、限度額の設定についてですが、これが入札に影響

するのかとおっしゃられても、限度額を設定する上ではある程度の根拠をもって設定し

ないと、それが入札に関するその情報源になるのかって言われれば、もしかしたらそう

なのかもしれないんですけれども、実際のところそれが丸々設計金額ではございません

ので、その辺は根拠として限度額を設定すると考えていただければいいかと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

辻田水道局長。 

○水道局長（辻田正行君） 

補足して説明しますけれども、債務負担行為の限度額という部分については、これか

ら議決をいただいて詳細設計になりますので、今、概算見積の段階でこれ以上超えない

という形で今回限度額をお願いしてますので、実際の入札の設計金額とは多少またずれ

てくるんで、これが即、入札に関連するということはないかとは思っております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

債務負担行為３年から５年にっていう説明の中で、薬品、電気、修繕費なども込みで

ということですが、私の理解では、今まではそういったものが追加で発生した場合は追

加で計上していたものを５年分込みでやる。というふうな理解でよろしいんですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

今、薬品の話が出ましたけれども、金額というのは令和元年度の決算額をベースにし

ているわけですけども、薬品費を仮に盛り込むことによって限られた浄水場の浄化シス

テムの中ではありますけれども、運転管理をより徹底してシビアにやることによって、



薬品費が今までこれだけ掛かっていたのが、シビアに運転管理をすることになって減れ

ば、業者側のメリットに繋がるといった形に今回なってます。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長補佐。 

○課長補佐（髙橋庸輔君） 

補足いたします。薬品調達費を業者に持たせること等によって、受注者側が業者を選

定するわけでございます。その関係でインセンティブと言いますか、差額云々、長期継

続契約によって大量購入であったりとか、そういったメリットが出てきますんで、そう

いったことは業者の方に持たせることで、より良い結果ができる方式となっております。 

○委員長（中村美穂委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

薬品とか電力とかの専門的なことは私も全く分からないんですが、例えば、当初見込

んでいたものよりも、何らかの影響で薬品の原材料が非常に枯渇したとか、世界的にそ

れで相場が上がって「ちょっと長与町さん、ああいう契約しとったけれども、ちょっと

無理みたいで追加出してもらえませんか」というような話が来たり、あるいは「電力の

想定してた金額コストよりも若干変わってしまった、追加で」というような話が来た場

合、何らかの特記事項みたいなこともされているのか。その辺りはいかがでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長補佐。 

○課長補佐（髙橋庸輔君） 

おっしゃるとおり、その時代の状況によって高騰したりとか、電力費が上がったりと

かいう形も考えておりますので、その辺は特記仕様書の方で協議を持ち、どれぐらいの

負担割合になるかとか、そういった形で増減ができるような仕様にしております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

ちょっと確認なんですが、この債務負担行為の事項のところに長与町浄水場という表

現がありますけども、第１と第２がありますよね。これ合体をするものなのか、第１浄

水場だけなのか。この辺りをまずお聞かせください。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

長与町内には、第１浄水場、第２浄水場、あと小さい浄水場になりますが笠山浄水場、

東高田浄水場、あと滅菌だけの施設になりますが、滅菌施設が２つございます。その６



つに付随する配水池やポンプ室、全てを含んだものでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

冒頭の説明で５０万円以上の修繕費等も含まれるというような説明がありまして、今

また質疑の中でいろいろ薬品まで含まれるとか、そういう話があっておりますけども、

メリットとして、従来のように使った分を町が払うということにすると節約という考え

方がなかなかその業者側には伝わらないっていうか、そんな無駄なところまで使うって

いう考え方はないというふうに信頼をしていくべきだと、今まではそういうことでして

きたというふうに思うんですけども、今度からそちらに入れていくと、なおさら節約の

心が出てくるという意味で町はメリットがあるんだという説明が今なされましたけど。

その論理というのは、いかがなものかなと率直に思うんですが、聞きたいのは、従来の

方式からくらっと変わるわけですので、どこか、そういう事例があってのことで今回委

託の内容を変えてきたのかなという感じするんですが。近隣か何か、そういう提案のよ

うな、考えておられるような所を調べて参考に、どこかされた所があるんですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

まず参考とさせていただきましたのが、今、下水道課の方で包括民営委託をしており

ます。長与町下水道課を参考にさせてもらいつつ、今回の委託内容を協議させていただ

きました。それと先程、薬品の節約に繋がるという話をさせていただきましたけども、

最終的に、水質はこれだけの品質を保たなければならないというのがございますので、

その範囲の中での話でございまして、決して節約をするっていう主旨ではございません

ので、ちょっと誤解を招くような発言がございまして申し訳ありませんでした。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第６８号令和２年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）の件を採決

いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

暫時休憩します。 



（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

続きまして、議案第７６号令和元年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定につ

いての件を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

それでは、議案第７６号令和元年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定につい

て御説明を申し上げます。決算書の１、２ページをお開きください。収益的収入及び支

出の収入におきましては、予算額７億８,４０３万９,０００円に対し、決算額は７億８,

８９９万８,０２８円となり、４９５万９,０２８円の増収となっております。支出にお

きましては、予算額７億５,８１９万８,０００円に対し、決算額は６億９,５７４万３,

７５２円となり、不用額が６,２４５万４,２４８円となっております。続きまして３、

４ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入におきましては、予算額２億３,

０９０万５,０００円に対し、決算額は２億３,４７５万３９６円となり、３８４万５,

３９６円の増収となっております。支出におきましては、予算額４億９,２１４万８,０

００円に対し、決算額は４億８,８４３万３,２９４円となり、不用額が３７１万４,７

０６円となっております。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億５,３

６８万２,８９８円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,７３８万４,

１５４円、当年度分損益勘定留保資金１億６,２９８万９,２４８円、減債積立金３,６

９１万６,２４３円、建設改良積立金、３,６３９万３,２５３円で補填をいたしており

ます。たな卸資産購入限度額の執行額は４２０万２,６９７円でございます。 

続きまして５ページ、６ページをお開きください。こちら損益計算書になりますが、

税抜き計算となっております。営業収支におきましては、中段ほどになりますが９２８

万５,７２５円の営業利益となり、営業外収益におきましては６,５８９万３６３円の利

益となっております。その結果、経常収支におきましては７,５１７万６,０８８円の経

常利益となっております。また、特別収支におきましては４８万５,７０３円の利益と

なり、以上の結果、当年度の純利益は７,５６６万１,７９１円でございます。これにそ

の他の未処分利益剰余金変動額７,３３０万９,４９６円を加え、当年度未処分利益剰余

金は１億４,８９７万１,２８７円でございます。 

続きまして７ページ、８ページをお開きください。こちら剰余金計算書になりますが、

左の方、資本金の欄、前年度末残高が２９億５６５万６,５４４円になっておりますが、

これに前年度処分額１億５,２６４万３,５３２円を加え、当年度末残高は３０億５,８

３０万７６円となっております。次に資本剰余金を見てまいります。前年度末２億３,

１５４万７３６円、これに当年度変動額、土地の売却による１万９,２９６円を引きま

して２億３,１５２万１,４４０円となっております。続きまして利益剰余金につきまし



ては、前年度末３億２,２９１万８７０円から資本金への繰入分１億５,２６４万３,５

３２円が引かれ、当年度純利益７,５６６万１,７９１円を足しまして２億４,５９２万

９,１２９円となっております。このうち当年度未処分利益剰余金１億４,８９７万１,

２８７円の処分計算書を下段の方に記載をしております。剰余金処分計算書（案）につ

きましては未処分利益剰余金処分額として資本金への組入れに７,３３０万９,４９６円、

減債積立金に５,０００万円、建設改良積立金に２,５６６万１,７９１円を積み立てる

予定でありまして、この剰余金処分に関しまして議会の議決を求めるものでございます。 

続きまして９ページ、１０ページをお開きください。貸借対照表になります。まず左

側の資産の部でございますが、固定資産は、有形固定資産、無形固定資産合計で６０億

８,１６８万２,３２４円。続きまして流動資産は、現金預金、未収金等合計で３億４,

９８９万８,１５６円、資産合計が６４億３,１５８万４８０円となっております。続き

まして負債の部、右側のページになりますが、固定負債は、企業債、引当金１０億７,

０２３万１,１９７円。流動負債は、企業債、未払金、引当金等合計で９,９５１万３,

４０８円。続きまして繰延収益合計は１７億２,６０８万５,２３０円。これらを合わせ

まして負債合計が２８億９,５８２万９,８３５円となっております。続きまして中段下、

資本の部になりますが、資本金は３０億５,８３０万７６円。剰余金は、資本剰余金、

利益剰余金合計で４億７,７４５万５６９円。これらを合わせまして資本合計が３５億

３,５７５万６４５円となっております。負債資本合計は一番下になりますが、６４億

３,１５８万４８０円となり、左側の資産合計と一致をしております。 

続きまして１１ページの注記表は割愛をさせていただきまして、決算附属書類につき

まして御説明をいたします。１２ページ、１３ページをお開きください。まず１２ペー

ジになりますが、事業報告でございます。１概況につきまして、（１）こちらは総括事

項を記載しております。続きまして、（２）議会議決事項は、長与町水道給水条例の一

部を改正する条例等合わせまして５件、議決事項で上程をさせていただいております。

続きまして（３）職員に関する事項、現在、水道課職員は局長含め１２名でございます。 

１３ページ、その他の重要事項でございますが、他会計負担金の使途の特定として、

一般会計からの消火栓維持管理費１８１万５,０００円を全額職員給与費に充当しまし

た。次に２工事（１）改良工事の概況でございますが工事１１件を記載しております。 

続きまして１４ページをお開きください。３業務、（１）業務量（２）事業収入に関

する事項（３）事業費に関する事項について、平成３０年度決算の比較で記載をしてお

ります。金額につきましては税抜きでございます。一番下になりますが、４会計（１）

重要契約の要旨では、長与町第１浄水場更新事業に伴う用地取得など５件を記載してお

ります。続きまして１５ページ。キャッシュ・フロー計算書になりますが、まず業務活

動によるキャッシュ・フローは２億６,３９２万３,６１８円、投資活動によるキャッシ

ュ・フローはマイナス４億２,０５０万２,５４５円、財務活動によるキャッシュ・フロ

ー１億７,９０８万３,７５７円、よって当年度資金の増加額は２,２５０万４,８３０円



となりまして、当年度資金期末残高は３億３,２４２万５,０３１円でございます。 

続きまして１６ページ、１８ページまで続きますけれども、収益費用明細書を記載し

ております。こちらも金額は税抜きでございます。まず１６ページの方からまいります。

水道事業収益、営業収益６億５７７０万４２２１円。内訳といたしまして、まず上水道

給水収益６億２,０７７万６,４６６円。こちら給水人口が３万７,３１５人、給水戸数

が１万５,６６９戸でございます。自由ヶ丘団地簡易水道料金といたしまして３３４万

９,１８６円。こちら給水人口２４４名、給水戸数１０６戸でございます。道ノ尾温泉

団地簡易水道料金といたしまして２８５万９,５６９円、給水人口２２０人、給水戸数

９６戸でございます。続きまして、受託工事収益１５１万３,２４０円。こちらは修繕

工事収入７万３,２４０円、件数は１件でございます。メーター器取付工事費１４４万

円の１４７件でございます。その他の営業収益２,９２０万５,７６０円は、工事許可手

数料９９万６,０００円、２２１件。竣工検査手数料１３５万６,０００円、件数は２２

２件でございます。他会計負担金１８１万５,０００円は消火栓の維持管理費３６３基

分でございます。続きまして、負担金１,３２４万４,０５６円の内訳といたしまして、

水道メーター検針手数料、こちら長崎市上下水道局より８０万７,４８０円。水道局内

の局長人件費に係る負担金として下水道課より５４０万２９２円。検針業務負担金とし

て、同じく下水道課より７０３万６,２８４円となっております。続きまして、加入金

８９０万３,７０４円、件数は１４８件でございます。分岐料２８２万６,０００円、件

数は３８件でございます。指定給水装置工事事業者指定申請手数料５万円、件数が５件

となっております。指定給水装置工事事業者指定更新手数料、３件の１万５,０００円

となっております。続きまして、営業外収益７,３９８万１,８０５円。内訳といたしま

して、預金利息９,９６３円、長期前受金戻入といたしまして７,３３１万３,４７７円。

県支出金委託金１４万７,０００円、こちら権限移譲等交付金となっております。続い

て雑収益、その他雑収益５１万１,３６５円、２９６件でございます。主なものはコピ

ー代等でございます。続きまして特別利益。固定資産売却益、土地売却益６３万２,１

５６円、１件でございます。過年度損益修正益３万３,０８７円、２件でございます。

その他特別利益１万９,２９６円、件数は１件でございます。続きまして１７ページに

なりますが、水道事業費用、営業費用６億４,８４１万８,４９６円。まず、原水及び浄

水費２億４,１３３万１,８６２円。主なものといたしまして、給料、手当、法定福利費、

合計いたしますと１,３４６万２,８０３円となりますが、浄水係の１名分の人件費に係

る分でございます。委託料１億２５８１万３６３円。内訳といたしまして、水質検査業

務委託７７０万３,７８０円、浄水場運転管理業務委託１億２００万円等でございます。

続きまして修繕費１,７４３万７,０５０円、４９件。これはポンプとか制御盤の修理代

でございます。続きまして動力費７,１４５万２,２２４円。こちらは浄水場、配水池、

ポンプ室等の電気料金でございます。続いて、薬品費６６０万６,１１０円。こちらは

凝集剤として使いますポリ塩化アルミニウム、あるいは殺菌するための次亜塩素酸ナト



リウムの原料となる原塩と試薬等でございます。続きまして配水及び給水費８,３７３

万２,８２６円。主なものといたしまして、給料、手当、法定福利費の合計８６３万６,

５３３円、工務係２名分の人件費に係る分でございます。委託料２,７４９万３,９６９

円。こちら漏水業務委託の１,２８０万円、水道メーター器取付委託料の６２７万２,５

００円等でございます。そのまま下の方にいきまして、修繕費３,４５５万６,１１５円。

内訳といたしまして、配水管等漏水修理３,１５５万８,３５５円、１２８件。水道メー

ターの再生費２９９万７,７０６円、２,２０３戸分でございます。続きまして、総係費

８,０８９万３,１５６円。主なものといたしまして、給料、手当、法定福利費、合計４,

４０１万５,９２８円。これは局長、課長、業務係等７名分の人件費に係る分でござい

ます。続いて、委託料１,６０７万４,４３５円。内訳といたしまして、検針委託料１,

３７６万１８５円、件数では年間トータルで２０万６,６２９件分。水道料金下水道使

用料システム保守業務委託４７万５,２００円等でございます。続きまして、減価償却

費２億２,７６８万２,９５９円。このうち有形固定資産減価償却費が２億２,２８４万

４,４２４円、こちらは建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具器具及び

備品でございます。無形固定資産減価償却費が４８３万８,５３５円、こちらはダム使

用権とソフトウェアでございます。続きまして、資産減耗費１,２８１万６,７６６円。

固定資産除却費が８６１万９,７６６円、内訳として、建物、構築物、機械装置でござ

います。それと固定資産除却をするに当たって解体工事とかの支出を伴う分が４１９万

７,０００円、こちら４件分でございます。続きまして営業外費用８０９万１,４４２円。

支払利息７７８万７,５８６円。企業債利息になりますが内訳といたしまして、財政融

資資金、旧大蔵省の資金運用部資金を含めまして４６９万５,８３１円の５件。旧公営

企業金融公庫資金を含めた地方公共団体金融機構資金が１１７万４,３４６円の３件。

三菱信用組合２０４万１,８８９円の２件でございます。続きまして特別損失１５万５,

９００円。固定資産売却損１５万５,９００円、こちらは水道施設の売却による売却損

１件でございます。過年度損益修正損４万２,９３６円となっております。 

続きまして１９ページをお開き下さい。こちらは資本的収入及び支出明細書を記載し

ております。こちらも消費税抜きでございます。まず、資本的収入２億３,３３５万３

９０６円。企業債２億１,６００万円。負担金。工事負担金として１,５０３万６,００

０円。分岐工事負担金として２２８万７,０００円。分岐工事負担金は１４件分となっ

ております。続いて固定資産売却代金。土地の売却代金でございますが２件分でござい

まして、岡北ポンプ室用地の一部と吉無田配水池用地の売却代金でございます。続きま

して資本的支出でございますが、４億６,９６４万９,１４０円。建設改良費４億３,２

７３万２,８９７円。内訳といたしまして、事務費１,４１３万４９７円、職員２名分の

事務費でございます。改良費２億８万３,０００円。主なものといたしまして委託料２

７５万５,０００円。平木場配水池予定地地質調査業務委託１３１万１,０００円、平木

場中継ポンプ所予定地地質調査業務委託９９万４,０００円等でございます。路面復旧



費５,９３９万７,０００円、こちらは平成３０年度に管路の布設替工事を行いました３

か所につきまして路面の復旧を行っております。工事請負費１億３,７９３万１,０００

円。主なものといたしまして、吉無田地区（内園）配水管布設替工事２,６５４万９,０

００円、平木場配水池敷地造成工事１,１３２万７,０００円、第２浄水場受変電設備更

新工事６,３１１万１,０００円等でございます。続きまして固定資産購入費。量水器購

入費といたしまして３５万８,５００円、１７０個分でございます。土地購入費２億１,

８１６万９００円。こちらは第１浄水場の更新事業に伴う土地購入費用となっておりま

す。続きまして、企業債償還金３,６９１万６,２４３円。内訳は、旧大蔵省の資金運用

部資金の９７１万９,８４９円の２件分、旧公営企業金融公庫資金７１９万６,３９４円

の３件分、長崎三菱信用組合２,０００万円の１件分でございます。 

続きまして２０ページ、２１ページをお開き願います。固定資産明細書を記載してお

ります。有形固定資産として、土地、立木、建物等で令和元年度末の償還未済高は６０

億７５１万８,３１４円でございます。無形固定資産。ダム使用権、電話加入権及びソ

フトウェアで、令和元年度末現在高は７,４１６万４,０１０円でございます。 

続きまして２２ページ、２３ページをお開きください。企業債明細書でございます。

令和元年度末における未償還残高は２３ページ左側の一番下になりますが、１０億３,

９１５万６,１１５円となっております。以上が令和元年度長与町水道事業決算の概要

でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

引き続きまして、工事概要につきまして、図面等で工務係長より説明を申し上げます。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長補佐。 

○課長補佐（髙橋庸輔君） 

工事の概要について決算書１４ページ、重要契約の要旨に記載しております工事の概

要につきまして、配布しております図面の方で説明させていただきます。なお、配布図

面に関しましては委員会終了後回収させていただきますので御了承ください。それでは

図面の方で説明いたします。図面左側上部付近を御覧ください。番号１番、第１浄水場

更新事業に伴う用地取得について説明いたします。本用地の取得につきまして、第１浄

水場の更新を行うに当たり、上水を受ける水槽、ポンプ室、管理室等を建設する予定地

といたしまして、面積２,２７４.１３平方メートルの用地を購入いたしております。続

きまして図面下側中央付近を御覧ください。番号２番、第２浄水場受変電設備更新工事

でございます。工事概要は平成元年に設置いたしました受変電設備の経年劣化に伴い更

新を行っております。続きまして図面右側上部をご覧ください。番号３番、吉無田地区、

内園配水管布設替工事でございます。工事概要は昭和５１年に布設いたしております水

道管の更新を行い耐震化を図っております。内容といたしまして、配水管口径７５ミリ、

延長５８９.６メートル。配水管口径５０ミリ、延長１７４.６メートルの更新を行って

おります。続きまして図面左側中央部をご覧ください。番号４番、西高田、日当ノ尾線



ほか路面復旧工事でございます。工事概要は平成３０年度に施工いたしました高田地区、

西高田配水管布設替工事に係る路面復旧工事４,１６０平方メートルを行っております。

続きまして図面左側下部をご覧ください。番号５番、青葉台団地内路面復旧工事でござ

います。工事概要は平成３０年度に施工いたしました青葉台団地配水管布設替工事に係

る路面復旧工事５,５００平方メートルを行っております。 

以上、重要契約の要旨についての説明を終わらせていただきます。 

○委員長（中村美穂委員） 

以上で提案理由の説明は終わられたということでよろしいでしょうか。 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

以上で提案理由の説明を終了いたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

１０時４５分まで休憩いたします。 

（休憩 １０時３２分～１０時４５分） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。提案理由の説明が終わりましたので、これか

ら質疑を行います。質疑の方法といたしまして水道事業会計決算書の１ページから１１

ページまで。それから関連いたしますので、お示しいただいている図面と提出資料につ

いても質疑はしていただいていいんですが、まず質疑をされる前にページ数なり、資料

なりをおっしゃっていただいてから質疑をお願いしたいと思います。 

質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

７、８ページの下の方に土地の買却がありますよね。マイナスの１万９,２９６円。

土地の売却、この件についての件数とかはちょっと聞いてなかったんですけど、場所と

か、それが分かればよろしくお願いいたします。どういう形でそれを売ったのかですね。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

こちらは池山の土地区画整理事業に関連するものでございまして、旧吉無田配水池と

いうのがございました。その部分に係る水道用地を売却したところでございます。番地

といたしましては吉無田郷１３９９番地２でございます。ここに上がっている１万９,

２９６円という額は、帳簿価格の分がここに記載をされているといった形になります。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

ないようでしたら決算附属書類の中の１２ページから１５ページの間で質疑を受けた



いと思います。質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

１３ページの（４）その他の重要事項で、一般会計からの消火栓の１８１万５,００

０円を給与の方に充当したとなってますけども、そうしたならば、この消火栓の維持は

要らなかったということなんですか。ちょっとそこのところの内容を、どういう形で、

なぜしたのか。よろしくお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

消火栓の維持、管理費につきましては、一般会計の方が負担するべきものであるとい

うことで、一般会計の方から負担金をいただいておるわけですけども、その負担金が１

８１万５,０００円という額でございまして、この分につきましては全額、職員の給与

費に充当をさせていただいたという意味でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

ということは、維持をしなくてもよかったから自由に使ったとか、全然維持する必要

がなかったっていうことでいいんですか。戻さなくてもいいわけですね。使わないから

本当は戻さんといかんか分からんけども充当できるのか。そこのところをお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

消火栓の維持管理につきましては、大きな目で見ますと水道管の維持管理の中に消火

栓の維持管理っていうのも含まれてしまいますので、その中で消火栓の維持管理費にど

れぐらい掛かるかっていう計算をすれば、こちらの１８１万５,０００円掛かると。で

すので消火栓の維持管理をしなければしなくてよかったというわけではございませんで、

消火栓の維持管理費にはこれだけお金が掛かりますと。そういった面で一般会計の方か

ら負担金をいただいておりまして、その分につきましては、維持管理に関わる職員の給

与費に充当をしたということでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

それでは次の１６ページから１８ページの水道事業会計収益費用明細書の中で、質疑

はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 



今度は１６ページの特別利益の中の固定資産売却益。土地売却益１件って聞いたんで

すけど、６３万２,１５６円利益があったようになってますけども、どこの場所を何平

米ぐらいで、どういう形でなぜ売ったのか。もう当然必要ないと思っておったと思うん

ですけれども、そこをより詳しくお願いいたします。中身をですね。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

こちらの土地売却益６３万２,１５６円。これとその表の一番下の、その他特別利益

１万９,２９６円は、実は同じ場所でございまして、先程申し上げました池山土地区画

整理の中の旧吉無田配水池の用地になります。土地売却代金、全体の額としては６５万

１,１５２円になります。そのうちのその他特別利益、一番下の１万９,２９６円が帳簿

価格になりまして、６５万１,１５２円から１万９,２９６円を引いた金額が、土地売却

益として上がっているものでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

結構、利益と言うか、プラスになって、結構良い値段で売れたような気がするわけで

すけども、場所がちょっと池山って言っても分かりませんので面積と、個人に売ったん

じゃないかと思うんですけれども、今度は宅地なんかになって利用できるような状況に

なってるのか。用途的なことを、面積と分かる場所的なこともお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

まず場所でございますけれども、池山土地区画整理開発区域内の用地でございまして、

面積は６７.１６平方メートル。こちらの売却額につきましては、こちらの事業者側の

提案額ということで、それを受け入れた形になっております。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長補佐。 

○課長補佐（髙橋庸輔君） 

この用地代金によって換地を求めないということで契約しておりますので、池山土地

区画整理地内に水道用地を残さないという形になっておりますので、現状は水道用地が

残らず今の池山団地の宅地なり、という形に使用されてるということでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 



長崎市の水道と下水道の関係で、長与の水道を使って長崎市の下水道の排水区域にな

っておる所は１件当たり幾らで、まだ収入があっておりますか。例えば道の尾とか、百

合野の一部がまだ長崎市水があると思うんですね。そうするとそれを使って長与の下水

を使っておると、今もそうだろうと思うんですけど。そういう場合、長崎市の水道の検

針の数量に応じて負担金を長崎市にやっておったんですね。私が逆に長与の町水を長崎

市の下水道に使うなら貰えと、うちの水道も貰えよと、長崎市から取れということで、

そういう経過が過去はあったんですけども、まだ未だに繋がっておるのかどうか、切れ

てるのか、どうなってますか。 

○委員長（中村美穂委員） 

藤原係長。 

○係長（藤原庸祐君） 

今現在も自由ヶ丘、道の尾の検針に関しては、長崎市から検針手数料としていただい

ております。 

○委員長（中村美穂委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

要するに私が尋ねたいのは、水道の事業収益のどこに入っておるのかなと思って。款

項目節でよく分からないんですけども、これはどこに入ってるんですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

藤原係長。 

○係長（藤原庸祐君） 

１６ページの水道事業収益、営業収益のその他営業収益の負担金に長崎市からの負担

金も入っております。その中の一部、金額は８０万７,４８０円請求いたしております。 

○委員長（中村美穂委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

１８ページの委託料の中で水道検針業務委託料がありますよね。これかなり長く雇用

された方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、現在何人ぐらいで、平均

何年ぐらいになるんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

人数は現在１９名でございます。２人退職をいたしまして、そこから２名減というこ

とで現在１７名でございます。平均年数につきましては、手持ち資料がございませんの

で回答できません。 

○委員長（中村美穂委員） 



ほかに質疑はありませんか。 

次に１９ページ水道事業会計資本的収入及び支出明細書について質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

また土地のことをお聞きしますけど、１９ページの資本的収入の土地売却代金２万７,

３９６円。岡北と、吉無田っていうのは先程の池山になるんですか。また別の吉無田で

すか。そこんところお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

１９ページの土地売却代金につきましては、まず内訳をお話しいたしますが、岡北ポ

ンプ室用地の一部ということで、こちらが８,１００円でございます。吉無田配水池用

地は、先程話をいたしました池山の区画整理の所の旧配水池の用地でございまして、こ

ちらが１万９,２９６円。これを合わせまして２万７,３９６円といった形になってます。

こちらは資本的収入で、資産として収入があった分を３条の収益的収支の方で費用化し

ておりますので、一見２つ上がってるように見えるんですけども、公営企業会計の経理

の中では４条分での収入と、３条で費用化というふうな形での計上になっております。 

○委員長（中村美穂委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

では岡北の方は、１６ページのその他特別利益に８,１００円は上げなくていいとい

うことになるわけですか。この岡の方は１６ページのその他特別利益に上げなくていい

という、３条か４条の関係でなるわけですね。そこのところお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

岡北ポンプ室の売却損につきましては１８ページ下段、固定資産売却損の方に売却損

が上がっておるわけでございますけども、先程１９ページで岡北ポンプ室の用地の一部、

８,１００円と申し上げましたけれども、こちらは売却するに当たって財産評価委員会

の審議を経まして８,１００円。ただ帳簿価格が１６万４,０００円でございましたので、

その差額が固定資産売却損として１５万５,９００円上がるといったことになります。 

○委員長（中村美穂委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

もう１回確かめます。そしたら１８ページの固定資産売却損の１５万５,９００円は

岡北のポンプ室、１筆のみということでいいということですか。お願いします。 



○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

そのとおりでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

続いて、２０ページ、２１ページの固定資産明細書、それから２２ページ、２３ペー

ジの企業債明細書まで質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

吉岡委員の質問に関わることなんですけど、３条でも４条でも歳入に上がっておるん

ですよね。例えば１６ページの特別利益で歳入に上げておるわけですね。ところが４条

予算の方も歳入の方に上がっておるわけですね。何かちょっと理解できないのが、例え

ば、この土地を３条と４条、両方で歳入を受けて、歳出は何もないということですから。

例えばどっちかを売り払ったら４条で１９ページ、売り払って歳入があったと。そうし

ますと３条で受け入れたとしますよね。そうしますと歳出に組まないかん。そこで支払

いをして４条予算の方に収益が上がると。どっちかが収入であり、どっちかが歳出であ

るということにならんとおかしいんじゃないかなと今ちょっと気付いたんですけど、こ

の議論の中で。両方とも歳入で上がるというのはいかがなものか。それでいいんですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

企業会計の中の期間損益という考え方でいけば、まず３条予算というのがございます。

資産関係が４条予算でございまして、御指摘の土地売却につきましては４条予算におい

て資産を売却いたしました。それは４条の収入になります。ただし、３条の方で収益化

をしなければならないというのがございまして、３条の方に元年度の収益化分が計上さ

れるといった形になりますので、確かにおっしゃるとおりではございますけれども、企

業会計の経理の仕方では、このようになると理解をしております。 

○委員長（中村美穂委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

企業債明細書の中で、真ん中ぐらいに長崎三菱信用組合というのが２つあるんですね。

平成２６年に借り入れておるから、その後は毎年上がってきておったんじゃないかなと

思うんですけども、大体水道等については違うあれを使っておったというふうに思うん

ですね。だから、この政府債の借り入れという上５本については借り換えは普通させな

いですから。金利が高いですたいね。だから借り換えたらもっと安くで済むわけですけ



ど。そこで単独事業か何かで三菱信用組合から借りたんじゃないかなという想定はしま

すけども、金利も０.６５っていうことで、一番下にありますのは財務省関係の国の機

関でも０.３０でしたよね。そういう場合に、もう借りたものですから、どうのこうの

言いませんけども、政府債でも低いものがあれば、逆に単独で借りた０.６５でありな

がらも、やっぱり借り換えをするようなそういう姿勢が必要じゃないのかなと。しかし

このくらいのお金はもう借り換えを認めませんよということになるのか。何かその辺り

の検討をされたのか、どうなのか。あるいは実態をお聞かせをいただきたいと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

借り換えの検討をされたのかっていう話でございますけれども、まず政府系の資金に

つきましては、利率っていうのがある一定より上というものじゃないと借り換えができ

ないというのがございます。そういった中で三菱信用組合の０.６５の利率の分につき

ましては、総額で４億円借りた形にはなっておるわけですけども、端的に申し上げます

と、この分についてまだ借り換えの検討をしたことはございません。 

○委員長（中村美穂委員） 

辻田水道局長。 

○水道局長（辻田正行君） 

起債の借り入れにつきましては県の申請が必要になってくるんですけれども、この借

り入れにつきましては縁故債ということで、市中銀行の借り入れということで県からの

指導があったものと考えております。市中銀行ということで三菱信用組合を選択したと

いうことですけれども、この分については一般会計でも借り換えと言いますか、条件の

変更ということをやっておりますので、まだ償還年数が、例えば期日一括償還とかいう

部分もございますので、この辺も含めて貸付条件の変更を今検討してる段階でおります。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

詳しいことは分からないんですが、有形固定資産については、建物とか、機械とか、

工具とか、そういったものは耐用年数とか、劣化年数とか、大体どのくらいで交換され

てるのか。その辺りはいかがでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

例えば、水道管で言えば耐用年数が４０年になるわけですけども、耐用年数を迎えた

からすぐ交換という形でいきますと、非常に更新に係る費用というか、あるいは集中的



にそういった費用が掛かってしまいますので、４０年は目安にするんですけれども、耐

用年数即交換という形では考えておりませんで、今大体、耐用年数１.５以内ぐらいを

目安に更新の方は進めているところでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

２０ページの固定資産明細書の土地の減少額が１８万３,２９６円ありますけども、

これは１８ページの１５万５,９００円と１９ページの２万７,３９６円を足したらこう

なるんですけれども、これでいいんですか。僕の計算間違いか知らんけども足したらこ

がんなるもんだから、別の１８万３,２９６円というのが出てくるのか。どういうもの

が１８万３,２９６円となった数字になるのか。説明をお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

藤原係長。 

○係長（藤原庸祐君） 

吉無田の配水池の一部である１万９,２９６円と岡北のポンプ室用地１６万４,０００

円。これは固定資産帳簿上に登録がある金額を落としたということで、その２つの額を

足したものが当年度の減少額になります。 

○委員長（中村美穂委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

そしたら当年度減少額が建物、構築物、機械装置ありますけれども、建物の減少とか、

構築物の減少というのは減価償却以外で上げてるのか。実際、物を売り渡して減ったの

か。ちょっとその減少額の中身の意味も詳しくお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

藤原係長。 

○係長（藤原庸祐君） 

減少額は当年度に除却したものになります。２１ページが減価償却のものになります

ので、２０ページの減少額は除却したものになります。 

○委員長（中村美穂委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

建物の除却とか、無くなったわけでしょうから、それの場所とか、何棟なのか、ある

いは構築物がどういうものがなったのか、機械装置が結構４,５００万円近くあります

けども、どういうものが除却したものか。中身が分かっておればお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

藤原係長。 



○係長（藤原庸祐君） 

建物の除却に関しましては本木中継ポンプ室解体工事に伴うもの。構築物に関しまし

ては管路の除却に伴うもの。機械及び装置がポンプ室の解体工事に伴いテレメーター盤

などの除却を行ったりしているものが内容として含まれております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。次にこの図面、それからこちらから求めた資料について

を含めて質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

補正で債務負担行為が上がってきたわけで、その中に今までの経験からして薬品とか、

何とか入れたら良いということで言われたわけですけれども、そうした場合に支出の方

からすれば１７ページにそういう部類が入ってくると思うんですけれども。次期からは、

この中でどういう部類が債務負担の方に入っていって、次期からはこの会計に上がって

こないとか。そういうのが分かっておれば、ピックアップして教えてください。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長補佐。 

○課長補佐（髙橋庸輔君） 

１７ページの原水及び浄水費の通信運搬費が入ってきます。それとその下段、委託料

の中にあります運転管理業務委託、今現在行っております委託料が入ってきます。続き

まして２段下、修繕費。ここで上がっておりますうちの年間５００万円分が債務負担に

計上させていただいております。続きまして、その下、動力費のほぼ全体が入ってきて

おります。続きまして薬品費６６０万６,１１０円の中には今回含まれてない部分若干

ありますが、大部分が今回の債務負担に入ってきております。続きまして一番下段、自

由ヶ丘団地簡易水道費、ここであります動力費。続きまして１８ページでございます。

道の尾温泉団地簡易水道費の中にあります通信運搬費、その２段下の動力費、以上が今

回の債務負担の中に計上させていただく予定でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

こちらの資料、不納欠損額のところで行方不明が４件というところなんですが、これ

は１２か月の間に４件いなくなって、処分するのに１２か月掛かったということですか。

そして、その他っていうのはどういうふうに理解したらよろしいでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

藤原係長。 

○係長（藤原庸祐君） 



不納欠損の行方不明ですけれども、水道使用を止められてからその後ずっと本人に未

納料金の納付をお願いする形になるんですけれども、町外へ転出してしまったりとか、

あとは住民票がなくてどこに行かれたか分からないような方達が行方不明となりますの

で、平成２６年度未納分を今回不納欠損してるんですけれども、そこからずっと平成３

１年度まで接触を図ったんですけど、どうしても行方は分からず不納欠損をしたってい

うのがその４件になります。その他が１件、こちらは破産による徴収不能になります。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

旧企業団の配水管を長与で、１回聞いたか分からんけども再度確かめますけど、その

配水管は有効に利用はしてるわけですか。全部ですか。そこのところ再度お願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長補佐。 

○課長補佐（髙橋庸輔君） 

企業団から帰属された管につきましては、現在、大部分は有効利用をさせていただい

ておりますが、時津町向けに布設しております２００数十メートルに関しては未だ使用

はしてないという状況でございます。これは時津町向けにどうするか、時津町との協議

が必要になってくるものだと説明はさせていただいているものだと思っております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

ないようでしたら歳入歳出全体を通して質疑を受けたいと思います。 

質疑はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

決算書の５ページのところに損益計算書がありますよね。そこの中でお聞きしたいん

ですが、営業費用の最後、営業利益。ここのところが約９００万円ありますが、確かこ

れが前年度と比較して半分近く減少していると思うんですが、そこの原因と、これがい

ろいろ影響を与えないものなのか。この辺りの詳しいところをお願いしたいと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

営業利益が９２８万５,７２５円ということで、昨年より落ちているんでないかとい

う御指摘でございますが、御指摘のとおり平成３０年度に落ちているわけですけれども、

これを平成２９年度、２８年度まで伸ばしてみますと、平成３０年度にかなり落ちてい

るわけでございます。その傾向が元年度も引き続き来ているという状況でございますけ



ども、給水原価と供給単価の推移を見ていきますと、平成２９年度まではそう差がなか

ったわけですが、具体的に数字を申し上げますと、令和元年度は給水原価、有収水量を

１トン当たり作るのにどれだけ費用を要したかっていう給水原価が１７６．０５円。供

給単価、１トン当たりどれだけ収益を得てるかっていうのが１８９.２７円。この差が

１３.２２円になるんですけども、この差が昨年度は１６.８４円、平成２９年度は３０.

８６円だったんですよ。結果的に水を売って得る利益と水を作るための費用の差が無く

なってきて、水道事業の本業の部分が儲けが少なくなってきているという傾向が出てき

ていると。そういうことになっております。 

○委員長（中村美穂委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

状況の説明としては分かるんですが、なぜそういうふうなことになっていったのかと、

あと今後影響がないのか。その辺の原因的なことをもう少し分かりやすくお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

先程申し上げた給水原価、供給単価という話で申し上げますと、水を作るのにどれだ

け費用を要したか直接関係するのが営業費用になります。営業費用というのが決算附属

書類で申し上げますと１７ページの営業費用６億４,８４１万８,４９６円。この費用が

水を作るための費用というふうに考えていただきたいと思うんですけども、この費用が

上がれば水を作るための費用が増えて利益との差がどんどん縮まっていくと。その結果、

営業利益というのが減っていくといったことになっております。それで、どういった理

由で上がってきたかというのを申し上げますと、比較的顕著に出ておりますのが、減価

償却費というのが上昇傾向にございます。減価償却費について申し上げますと、令和元

年度の決算が２億２,７６８万２,９５９円。これが平成３０年度は２億１,４５４万５,

７６６円、さらに平成２９年度まで遡りますと１億９,９４４万９,９１１円。ここで見

ますと１,０００万円単位で上昇があると。１つの要因としてこの減価償却費の上昇と

いうのが考えられます。あと諸々営業費用に関連する部分の上下によって、この水道の

本業の部分、この営業利益というのは上下していくといった形になります。 

○委員長（中村美穂委員） 

辻田水道局長。 

○水道局長（辻田正行君） 

補足して説明させていただきますけれども、収益が落ちてるっていうのが主な要因で

すけども、その分につきましては給水人口が年々減少しているという傾向にございます。

それと給水原価がどんどん上がってるという部分につきましては、動力費とか、そうい

った水を作るための経費が年々上がってきてるということで、今回、営業利益が落ち込



んでるということですけれども、水の使用につきましては、今年度はコロナの影響も若

干あるかと思うんですけれども、前年度で比べれば収益が上回ってる状態になっており

ますので、決算を踏まえないと分からないですけども、令和元年度が今のところ一番、

谷状態になってるのかなということで、来年度以降につきましては、収益については少

しは上向きになってくるかなということで、経営の方は予測をしております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑ありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

平成３０年度の決算を見ても営業費用自体は今年の方は低くなっているはずなので、

やっぱり収益が下がってるから単純に営業利益が減ってると思ってて、その原因が恐ら

く有収水量が減ってるということが主な原因だとは思うんですけれども、今年はコロナ

の原因で多少増えるとは思うんですけど。例えば人口が減っている、あとトイレが優秀

になっていくとか、そういうことでどんどん水使用量は減る傾向にあると思うんですね。

３年後、４年後とか、コロナが終息したあとのことを考えるとマイナスに転じる可能性

が多々あると思うんですけど、その辺はどうなんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

渡部課長。 

○水道課長（渡部守史君） 

御指摘のとおり確かに営業費用を見ますとそう大きな変動はございませんでしたので、

局長が申し上げましたとおり、今年度は収益の方の減少が大きな理由ではないかなと思

っております。今後の収益の推移を申し上げますと、全国的には基本的に人口減少の時

代に突入をしておりまして、それに伴って給水人口の方も減るのではないかという見通

しが立っておるところでございます。私どもも間もなく長与町のマスタープラン、総合

計画が改定をされますので、それに合わせた人口集計を基に新たなシミュレーションを

立てて、その辺りはシミュレートしていきたいと思っているところでございますけれど、

先程申し上げたようにコロナの関係もございますが、昨年よりも収益自体は上がってき

ている状況でございます。ただ、それがこのまま継続していくかっていうのは、やはり

いろんな状況が絡み合ってきて、まだ若干不透明な部分もあるかと認識をしております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

数字とか監査の決算意見書を読んでみたんですけど、業務状況とか経営成績、それか

ら財政状況。これを見るとある程度安定しているというふうに書いてるし、私もそのよ

うに思っているんですけど、今後、水道料金の値上げということは考えてますか。 



○委員長（中村美穂委員） 

辻田水道局長。 

○水道局長（辻田正行君） 

水道料金の値上げの予定ということでございますけれども、まずは経営努力というこ

とで見直す部分を率先的に見直して、今、一例で挙げますと、来年の４月を予定して機

構改革を検討しております。それと今回債務負担行為でお願いした委託料の問題とか、

そういった、まず見直すべきものを見直すということで優先して、今後、第１浄水場の

建設の問題もございますので、そういった部分がある程度明確になった段階でどうして

も経営が成り立たないということであれば、皆さんに説明をしながら、町民に理解を求

めながら料金改定ということを行っていきたいと思っておりますので、ここ１、２年で、

即、料金改訂っていうことに関しては考えておりません。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第７６号のうち剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第７６号のうち剰余金の処分について採決します。 

本案のうち剰余金の処分について原案のとおり可決すべきものと決することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案のうち剰余金の処分については原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

次に議案第７６号のうち決算認定について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第７６号のうち決算認定について採決します。 

本案のうち決算認定について原案のとおり認定すべきものと決することに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案のうち決算認定については原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

１３時１５分まで休憩いたします。 

（休憩 １１時４９分～１３時１５分） 



○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

まず昨日の介護保険課のところで、質疑に対する答弁をさせていただきたいというこ

とでございますので、その旨、介護保険課長からお願いしたいと思います。 

細田課長。 

○介護保険課長（細田愛二君） 

昨日の委員会におきまして議案第７４号令和元年度長与町介護保険特別会計歳入歳出

決算の認定の委員会審議におきまして、質問がございました際に手元に資料がなかった

ために回答ができなかったものがございます。その点について答弁させていただきたい

と思います。よろしくお願いします。２つあります。まず１つが安部委員からの質問で、

決算書の事項別明細書の２６、２７ページになりますが、１款２項１目１２節役務費の

中のコンビニ収納手数料でございます。こちらの件数について質問がございました。件

数につきましては延べ３,１３１件でございます。続きまして、吉岡委員の方から提出

資料の件についての御質問があったんですけれども、歳入の収納状況というところで不

納欠損の欄の平成２６年度以前の被保険者の方について、現在も被保険者として町内に

在住をしているのか。また、その方々の現在の保険料がどうなっているかという御質問

で、この件数というのが一年度分を１件ということで数えておりますので、複数年度い

らっしゃる方もいらっしゃいます。実人数で申しますと６名でございます。その６名の

現在の状況としましては、死亡により資格を喪失された方が２名、そして転出により資

格喪失をされた方が１名、残り３名については現在も町内在住で保険料を賦課している

ところでございます。現在のこの３名の方の保険料の徴収方法としましては、３名とも

特別徴収に切り替わっておりますので、令和２年度はですね。ですので、今のところ現

年度分については、未納はない状態ということでございます。よろしくお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

昨日の質疑に対しての答弁がありましたが、よろしいでしょうか。お疲れさまでした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

議案第６９号令和２年度長与町下水道事業会計補正予算（第１号）の件を議題といた

します。本案について提案理由の説明を求めます。 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

それでは議案第６９号令和２年度長与町下水道事業会計補正予算（第１号）につきま

して御説明を申し上げます。予算書の１ページをお開き願います。今回の補正につきま

しては、第２条におきまして、当初予算第５条に定めました債務負担行為の補正であり



まして、長与町下水道施設維持管理業務委託の期間及び限度額を追加するものでござい

ます。内容につきまして御説明をいたします。現在の浄化センター及びマンホールポン

プ場の維持管理業務におきましては、包括的民間委託方式を採用をいたしております。

これは民間の創意工夫を活かし、下水道サービスの質を確保しながら効率的な維持管理

を行うための手法であり、平成３０年度から３年間の契約で実施をいたしております。

この契約期間が令和２年度で終了をいたします。そのため業務準備期間を設け円滑な業

務の引き継ぎを行い、令和３年４月から万全の体制で業務が行えるよう、本年度中の契

約締結を行う必要があることから債務負担をお願いするものでございます。業務の内容

につきまして簡単に御説明をいたします。浄化センターにおきましては、運転操作監視

業務、機械類の保守点検業務、水質試験業務、施設管理業務等の業務となっております。

マンホールポンプ場におきましては、ポンプの保守点検業務、修繕業務、運転状況監視

業務のほか、緊急時の対応につきましても業務に含めております。現在の業務委託との

違いにつきましては、業務委託期間を３年から５年に延長する予定といたしております。

そのため受注者が長期的な視野で業務が行えるため、民間の技術力や企業努力がより反

映されやすくなるというふうに考えております。また現在、町が直接発注をしておりま

す一部の業務につきましても、令和３年度からは委託業務に含める予定にしておりまし

て、さらなる事務の効率化を図ることとしております。債務負担の期間につきましては、

令和３年度から令和７年度までの５年間としております。また限度額につきましては、

１２億２,５００万円を予定をいたしております。 

次に補正予算（第１号）に関する説明書でございますけれども、１ページの方を御覧

いただきたいと思います。債務負担行為に関する調書でございますけれども、今回追加

する長与町下水道施設維持管理業務委託の調書を添付をいたしております。一番右に記

載をしておりますが、限度額１２億２,５００万円の財源の内訳といたしまして、下水

道使用料を充当する予定といたしております。 

以上が今回の補正の内容でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ただいま提案理由の説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

先程、水道の方でもお尋ねをしたんですけれど、今まで３年間の契約だったんですね。

これが５年間になったということですけど、５年にした正式な理由。それから経緯と、

３年から５年にしたメリット。こういうものが分かったら教えてください。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 



当初は３年ということで実施をしとったんですけども、これにつきましては包括的民

営委託ということで、下水道協会のマニュアル等を見ましても原則３年から５年という

ふうに記述しておりまして、初めて行う複数年契約ということもございまして当初は３

年契約を行って、改善等があれば改善を行って、より効率的な施設の運営を行うために、

まずは３年間ということでやっとったんですけども、今回につきましては３年から５年

に延ばすことによりまして、先程説明をいたしましたけれども長期的な視野で業務を行

えるということと、それによりまして業者のスキルアップが図られ、そしてまた業者の

企業努力、あるいは技術力、それがさらに反映されるのではないか。より安定的な業務

が行われるのではないかということから３年を５年に延長した次第でございます。また

積算金額におきましても設計上では諸経費が抑えられますので、１年単位で考えますと、

委託料についても、設計額につきましても安価になるのではないかと予測いたしまして、

今回３年から５年に契約期間を伸ばそうということで予定している次第でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

テスト期間で３年間と。前はここもやっぱり随意契約で何十年も進んできて、やっと

入札制度になって単価が落ちたという経緯があるんですね。この３年間で何か不備なこ

と、３年間にしたメリットが何かあったのか。それによって今度は５年ということにな

ったわけでしょうから。随意契約をしてたときからこの３年間というのを比較して、ど

のようなメリットがあったのかなと思うんですけど、その辺についてはどうですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

以前は、委員がおっしゃるとおり１年契約で随契でやっとったんですけれども、平成

３０年度から３年間の期間を設けて業務を行う包括的民営委託、性能発注ということで、

まず業者の技術力を弾力的に発揮をしていただこうということで、業務の中にユーティ

リティ費、電力費とか、薬品費とか、そういったものも業者が単独で発注をして、価格

等も独自で交渉をして決められるといったことで、より経済的に削減できたことが一番

大きなメリットではないかなというふうに考えております。あと、うちとしましても、

そういった電力費とか、薬品費とかを業者に依頼することで、職員の事務の軽減も図る

ことができましたし、そういったことをトータル的に考えますと、包括的民営委託で３

年間にしたおかげで様々なメリットがあったというふうに考えております。また修繕業

務におきましても簡易な修繕につきましては、この包括的民営委託に含むことで発注業

務の削減というものもできたことがありますので、包括民営委託して今のところは良か

った点しかないような気がいたしております。 

○委員長（中村美穂委員） 



ほかに質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

一括発注でいろいろなメリットが出てきたということですけども、人員的には前と比

べて同じような形で来てるのか。委託したから１名ぐらい減ったとか、あるいは今度５

年することによって人員がちょっと減るのか。変わらないのか。そういう見通しってい

うのはどういう具合に考えてますか。人員の構成ですね。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

現在、協環に委託をしてるんですけれども、通常の日は９名の方が浄化センターの方

で委託業務先の職員の方が保守点検であったり、監視業務であったり、そういった業務

をいたしております。今回うちがお願いをしている包括的民営委託については、うちか

ら要求書というのを作ります。仕事に対する要求書ですね。その中には人数というのは

制限はございませんので、あくまでもうちが要求をした事項につきまして、満足する成

果が出られれば人数については特段決まり事はございませんので、その辺で業者が企業

努力という面で人数を減らすことができるのであれば、今後はもう少し人数を減らすと

いうふうな手段も業者の方は頭の中に入れているのではないかなと考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

今度は町側の方の人員配置が今まではおのおのやっとったから、いろんな形で人員が

必要やったかも分からんけども、こうやって３年間やってみて、あるいは５年間するこ

とによって今度は町側の人員が今まで１０名やったとがひょっとしたら９名で済むとか、

あるいは１０名で変わらないとか。そういう見通しっていうのはどういう具合に考えて

おりますか、町側の方の内部的な方ですね。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

今、町の職員８名体制で業務を行っておりますけれども、確かに浄化センター等、包

括民営委託ということで業務の軽減を図りましたけれども、今後また高度処理とか、そ

ういった工事も新たに発注をしてまいりますので、そこに担当する職員が必要でござい

ますので、今の８名というのは必要ではないかなということで、同じ職員数でいくので

はないかなという予測をしております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑ありませんか。 



竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

水道の方もあったんですけど、今度のことに対して一部の業務委託というのも、５０

万円以内の入札辺りも委託をするという上水の話があったんですけど、下水についても

同じようなことで考えとっていいですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

現在の包括民営委託の中で簡易な修繕ということで約３０万円程度の、修理費の上限

として包括民営委託の方に含めておりますけれども、もう少し人件費の高騰であったり

とか、資材の価格の上昇等を考えますと、やはり５０万円程度の修繕費については包括

に含めた方が良いのではないかという方向で検討をしているところでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

下水の高度処理化っていうのは恐らく５年の間には終わってしまうのかなと思うんで

すけども。そうなってくると各年度の仕事量みたいなのが変化するのかなと思うんです

けど、増えるのか減るのかちょっと分からないんですけど、その辺のことも加味されて

の入札になるんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

確かに今後高度処理等も出てきまして、浄化センターの工事というのは出てくると思

うんですけども、今回の包括民営委託についてと、職員の数というのはあんまり関係は

ないかなと思うんですけども、今後、職員数についてはきちんとその仕事に対応した職

員の配置を、人事部局との関係もありますけれども、お願いをしながら今後の高度処理

については対応していきたいというふうに考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

松林委員。 

○委員（松林敏委員） 

高度処理の工事が終われば、６系統全部フル稼働するということになれば、仕事量が

ちょっと増えるのかなと思ってるんですけど、その辺はどうなんかなと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 



委託業務の職員については、今、４系だけが高度処理を稼働しております。今後５系、

６系ということで稼働していきますけれども、確かに今回、包括民営委託をする業務内

容にもそういった高度処理の分を加味した上で条件書を作成してプロポーザル方式とい

うことで公募するというふうになりますので、仕事量的には確かに若干機器類が増えた

りとかして、そういった機器類の監視業務というのは増えるかもしれませんけれども、

ほかの業務についてはほとんど変更はございませんので、㈱協環がそれに対応するため

の人数等には、変更になるようなところまではいかない業務量になろうかというふうに

考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

委託契約を３年から５年にということになるということで、長期的にやることによっ

て先程の御説明ではスキルアップとか企業努力とか、技術力のアップとか、そういうメ

リットがあるんじゃないかという話でした。今後のことなんですけれども、そういう町

としてこういうメリットがあるんじゃないかということに対して、それを一定報告を受

けるとか、こういう業務改善ができましたよというような報告とか、あるいは町として

評価するとか、そういう仕組みづくりというのも要るんじゃないかと思うんですが、そ

ういう考えはいかがなんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

確かに委員が言われるとおり、今後こういった契約方式にすることによって、どうい

ったメリットがあったのかということを検証をすることも必要だと考えておりますので、

それを基にして今後の５年間の委託に活かしていくということもございますので、業者

の方からは、こういったことは改善した方が良いのではないかとか、そういうふうな御

意見を伺っておりますので、そういったことも踏まえながら今後の５年間としたいと思

うんですけれども、そういったルール作りですね。そういったものも今後どのようにし

た方がいいか。そういったことも調査研究をしていきたいというふうに考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

水道のときに私ちょっと聞いてみたんですが、令和３年から７年まで同じような方式

でやりたいという提案があったもんだから、どっかの先進地を参考に、どこをされたん

ですかと聞きましたら、下水道課を参考にしましたということを言われたわけです。だ



からおたくは、水道課の先生に当たるわけなんですよ。そのときの水道の説明は、今、

課長が言われたようなメリット、デメリットって言うか。そういう面でほかの議員から

も話があったんですけども、安定的な経営ができるとか、経費を節減ができるとか、そ

の経営者側ですね、５年間保証をされるというメリットがありますというような説明が

あったんですね。町側としては３年から５年にしますと経費率が下がって、それだけ安

く上がるというような説明で、双方がメリットがありますという説明があったわけなん

ですよ。ところが耳に言葉ではしますけども、実態としては見えないわけなんですよ。

我々議会側としては見えません。先程説明でも課長が長期的な視野でとか、諸経費が抑

えられるとか、あるいはスキルアップができるとか、安定的な経営というような、同じ

様な発言をされたわけですね。ところがそれでもどういうメリットが、例えば金銭的に

はどういう形で目に見えてくるのかと言いますと、今は全く目に見えないわけなんです

ね。したがって、例えば説明の資料として平成３０年から下水道の場合は行われたわけ

ですたいね、３年間。そうしますと平成２７年から２９年まで３か年、平成３０年から

３年間した期間の中で、現在の３条予算の中でこれとこれとこれとこれは委託をしたと。

１２億２,５００万円に今度予想がされてますね、限度額。これを５年間で割りますと

２億４,５００万円なんですよ。そうしますとこの２億４,５００万円の年間経費は、３

条予算の中の今まで平成２７、２８、２９年の予算の中で、例えばこれとこれとこれが

当たると。それを合算しますと３億円だったとします。そうしますと今回のように業務

委託を替えていくことによって２億４,５００万円に変わりますよと。こういう表を作

って説明すると非常に我々議会側は分かりやすいわけですね。ああ、なるほどと。これ

だけ経費が節減できるんだなという理解をされるんですが、なかなか言葉で経費率が下

がりますよとか、経費が下がりますとか、削減されると言っても見えない。だからそう

いう資料がもしあれば提示をしてみんなの理解を得ると。３年間の実績もありますので、

すぐできるんじゃないかと。今の方式で３年間実績があります。その前の３年間の３条

の項目別、それと３年間の比べ、これをすると実績としてはこれだけですよというもの

が「ぱっ」と見えるわけですね。そういうものを出して説明をされたら非常に理解はし

やすいと思うんですが、そういうのはないんですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

先程委員がおっしゃられた資料につきましては現在ちょっと持ち合わせておりません

ので、今回お示しすることはできない状況でございます。今後については、そういった

資料を作成して説明をしやすいような形で議会にもお示しをしたいと考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

堤委員。 



○委員（堤理志委員） 

新しくそういう契約を今後やっていく中で、恐らくいろんな競争が発生するんじゃな

いかと思うんです。それぞれの業者で競争されるわけですけれども、当然その中でいろ

んなコスト削減の努力がなされると思うんですよ。やっぱり気になるのが最終的には大

村湾に放流する形になるときに、きちっと環境の悪化に繋がるようなコストダウンはし

てはいけませんよっていうような、そういう指導なり、きちっとした明記なりっていう

のを当然されるとは思うんですけれども、ちょっとそこは大事なとこだと思うので、ど

のようにお考えかお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

委員がおっしゃいますとおり、最終的な処理水については大村湾の方に放流いたして

おりますが、浄化センターの運営につきましては大村湾の流総計画というのがございま

す。その中で、大村湾は閉鎖的な海域であるということから長崎県独自の上乗せ基準を

設けておりまして、より厳しい水質の項目を設けておりますので、今回発注をする業務

委託の中にも当然水質検査の項目とか、クリアしなければならない水質基準を明記して

おり、クリアできなければいけないと明記をしておりますので、環境悪化には繋がらな

いような仕様で今後も運転業務委託の方を発注していきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第６９号令和２年度長与町下水道事業会計補正予算（第１号）の件を採

決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

続きまして、議案第７７号令和元年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定に

ついての件を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 



山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

それでは議案第７７号令和元年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定につき

まして御説明をいたします。１枚めくっていただきまして、目次の下に消費税の取り扱

いにつきまして記載をいたしております。それでは１、２ページをお開きください。決

算報告書の（１）収益的収入及び支出の収入におきましては、第１款下水道事業収益の

予算額合計９億６,８４６万２,０００円に対し、決算額は１０億１,１４０万８,４１６

円となっております。収益全体では４,２９４万６,４１６円の増収となっております。

これは第１項営業収益におきまして、予算編成時の排水戸数見込みより排水戸数が増加

したことなどによりまして、減額補正をいたしました予算額よりも６３３万４,９７８

円の増収となり、第２項営業外収益におきましては、一般会計繰入金の増額や追加償却

資産の長期前受金戻入などを行ったことなどによりまして、３,６６０万９,３４９円の

増収となったことが主な理由でございます。 

続きまして支出におきましては、第１款下水道事業費の予算額合計９億４,４７２万

２,０００円に対し、決算額が８億９,９８０万９,６４２円となり、不用額が４,４９１

万２,３５８円となっております。不用額の内訳につきましては、第１項営業費用につ

きましては、管渠費、処理場費、総係費などに要する費用でございますけれども、委託

料あるいは人件費等の減額によりまして３,２０８万４,５８７円。第２項営業外費用に

つきましては、企業債支払利息などに要する費用でございますけれども、消費税還付等

によりまして１,１６２万９７円の不用額が発生したことが主な理由でございます。以

上の収入支出の内訳につきましては、附属資料の１７、１８ページにも税抜きで記載を

いたしております。次に３、４ページをお開き願います。（２）資本的収入及び支出の

収入につきましては、予算額合計４億９,６６７万６,０００円に対しまして、決算額が

４億６,８３１万６,３４２円となっており、２,８３５万９,６５８円の減収となってお

ります。これは建設改良費の繰越によりまして、第１項企業債及び第２項国庫補助金が

減額となったことが主な理由でございます。また、受益者負担金につきましては１５９

万３４２円の増収となっております。次に支出につきましては、予算額合計８億５,４

９２万１,０００円に対し、決算額が８億２,２６８万８,５７８円となり、繰越額が１,

７４５万円、不用額が１,４７８万２,４２２円となっております。これは第１項建設改

良費の支出の減が主な理由でございます。第２項企業債償還金につきましては、決算額

といたしまして１億８,８５７万５８１円を償還しております。以上の資本的収入及び

支出の内訳につきましては附属資料の１９、２０ページに税抜き額で記載をいたしてお

ります。また、企業債償還金につきましては附属資料の２３、２４ページに企業債明細

書を記載いたしております。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億５,

９０１万９,７３６円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３,００６万

７,１８７円、過年度分損益勘定留保資金５,９２５万２,９６８円、減債積立金１億８,



８５７万５８１円、繰越工事資金８,１１２万９,０００円で補填をいたしております。 

次に５、６ページをお開き願います。損益計算書で税抜き額となっております。１及

び２の営業収支におきましては、営業収益６億１,５６２万９,５５０円に対しまして、

営業費用８億１４７万１,３５３円となっており、差し引き１億８,５８４万１,８０３

円の営業損失となっております。３及び４の営業外収支におきましては、営業外収益３

億４,０１０万８,９６３円に対し、営業外費用７,２６５万１,７７７円となっており、

差し引き２億６,７４５万７,１８６円の利益となっております。この結果、営業収支及

び営業外収支を合わせまして、８,１６１万５,３８３円の経常利益となっております。

また５ページから６ページにかけましての６特別収支におきましては８万３,７９６円

の損失となっております。以上の結果、当年度純利益が８,１５３万１,５８７円。また、

その他未処分利益剰余金変動額といたしまして１億８,８５７万５８１円を計上いたし

ました。以上により当年度純利益とその他未処分利益剰余金変動額を合算いたしまして、

当年度未処分利益剰余金が２億７,０１０万２,１６８円となるものでございます。 

次に７、８ページをお開き願います。令和元年度長与町下水道事業剰余金計算書でご

ざいますけれども、資本金、資本剰余金、利益剰余金を合わせまして、右側に記載して

おります資本合計４６億３,５１８万３,０１５円でございます。二重線から下が当年度

変動額となっております。変動した資本合計額が５,２６１万７,３６４円の増額となっ

ております。合わせて、当年度末残高といたしまして４６億８,７８０万３７９円とな

っております。また７ページ下の剰余金処分計算書（案）につきましては、未処分利益

剰余金２億７,０１０万２,１６８円のうち、減債積立金へ８,１５３万１,５８７円を積

み立て、資本金へ１億８,８５７万５８１円の組み入れを行う予定といたしております。 

次に９、１０ページをお開き願います。９ページの貸借対照表の資産の部でございま

す。１固定資産につきましては（１）有形固定資産及び（２）無形固定資産を合わせま

して、固定資産合計が９９億２,８７８万６,０５１円。２流動資産につきましては

（１）現金預金、（２）未収金及び（３）前払金を合わせまして、流動資産合計が１７

億９,２４６万７,３００円でございます。以上の資産合計が１１７億２,１２５万３,３

５１円となっております。１０ページの負債の部及び資本の部でございますけれども、

３固定負債、４流動負債、５繰延収益、６資本金、７剰余金を合わせまして、負債資本

合計は、資産の部と同額の１１７億２,１２５万３,３５１円となっております。１１ペ

ージをお開きください。こちらは決算書の記載にあたっての注記表をつけております。 

次に、決算附属書類につきまして御説明をいたします。１２ページをお開きください。

事業報告書でございます。１概況（１）総括事項につきましては記載のとおりでござい

ますけれども、令和元年度の純利益といたしましては８,１５３万１,５８７円でござい

ました。（２）議会議決事項につきましては、平成３０年度長与町下水道事業剰余金の

処分及び決算認定についてと、令和元年度長与町下水道事業会計補正予算（第１号）及

び令和２年度長与町下水道事業会計予算の３件をお願いしてまいりました。（３）行政



官庁認可事項につきましては、補助金交付申請に係る２件と追加補正があった補助金変

更交付申請の合計３件でございます。（４）職員に関する事項につきましては、令和元

年度は下水道課職員８名で業務を行っております。次に１３、１４ページをお開き願い

ます。２工事（１）改良工事の概況といたしまして、長与ニュータウン地区の取付管工

事２件及び浄化センター電気計装設備更新工事の合計３件を上げております。次に１４

ページの３業務につきましては（１）業務量（２）事業収入に関する事項（３）事業費

に関する事項に関しまして前年度との比較を載せております。次に１５ページをお開き

ください。４会計（１）重要契約の要旨につきましては５００万円以上の契約を７件記

載いたしております。次に１６ページでございますけれども、キャッシュ・フロー計算

書になります。１業務活動による収支が３億１,８９５万４,７５６円の増収、２の資活

動による収支が３億３,４３９万６,６５４円の減収、３財務活動によるキャッシュ・フ

ローの収支が３,８２２万９,４１９円の増収となっております。これらのキャッシュ・

フローによりまして当年度資金増加額といたしまして２,２７８万７,５２１円となり、

資金期末残高といたしまして１７億４,９６３万４,２５４円となるものでございます。

次に１７、１８ページをお開き願います。下水道事業会計収益費用明細書でございます

けども、各項目ごとの内訳を記載しております。１７ページの収益合計額につきまして

は９億５,５７４万１,６０２円。１８ページの費用合計につきましては８億７,４２１

万１５円となっております。次に１９、２０ページをお開き願います。資本的収入及び

支出の支出明細書につきましても各項目ごとの内訳を記載しております。１９ページの

収入合計につきましては４億６,８３１万６,３４２円。２０ページの支出合計につきま

しては７億７,３７９万７,１３７円となっております。次に２１、２２ページをお開き

願います。固定資産明細書を記載いたしております。（１）有形固定資産明細書でござ

いますが、一番右下、年度末償却未済高といたしまして９８億６,９６１万１８１円と

なっております。（２）無形固定資産明細書でございますが、年度末現在高が５,９１

７万５,８７０円となっております。次に２３、２４ページをお開きください。企業債

明細書でございますけれども、企業債８２件を記載いたしております。このうち７７件

を償還中でございます。なお、令和元年度の償還額といたしましては１億８,８５７万

５８１円を償還し、令和元年度末未償還残高につきましては２６億３,４９８万６,３８

７円でございます。以上で下水道事業会計決算の説明を終わらせていただきます。 

それでは続きまして、決算書１５ページに記載をいたしております重要契約の内容に

つきまして、永石課長補佐より説明をいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長補佐。 

○課長補佐（永石大祐君） 

それでは重要契約の要旨を説明させていただきます。決算書附属書類の１５ページと

今お配りしましたＡ３の図面を御覧ください。ここでＡ３の図面なんですけれども、右



上に開催日を記載しておりますが、これは当初の９月８日のままになっておりますので、

９月９日に訂正をお願いいたします。それでは１５ページの重要契約の要旨の一番上か

ら順に説明いたします。また図面上で業務委託は青色、工事は赤色で着色しております。

１番目、長与町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定になりますが、図面

では左側の一番上、長与浄化センターを青色で着色しております。内容としましては、

長与浄化センターの水処理施設６系列のうちの４番目、第４系列のエアレーションタン

クを高度処理に対応させるための改築更新工事と最終沈殿池の汚泥架橋堰の更新工事、

及び管理棟の耐震化工事を日本下水道事業団に委託しております。２番目、長与町公共

下水道長与浄化センター再構築基本設計（ストックマネジメント計画）業務委託に関す

る協定になります。場所としましては先程と同じく長与浄化センターになっております。

内容としましては、平成２９年度から着手しておりますストックマネジメント計画の策

定作業のうち、実施計画として修繕、改築計画の策定をこれも日本下水道事業団に委託

しております。３番目、長与ニュータウン中央線取付管改築工事になります。施工場所

は図面中央の下側、長与ニュータウン団地内になります。赤枠で細長く囲って着色をし

ておりますバス通り、長与ニュータウン中央線を上っていく方向に向いて右側が主な施

工箇所となります。内容としましては、長与ニュータウンにおいて平成２７年度から継

続して実施しております老朽化した取付管の改築工事になります。令和元年度の本工事

では５５か所の改築を行っております。４番目、長与ニュータウン西地区取付管改築工

事になります。施工箇所は３番目と同様に長与ニュータウン団地内になります。赤枠で

囲い着色されております西地区を施工しております。内容は先程の工事と同様、老朽化

した取付管の改築工事を行っております。令和元年度の本工事では９０か所の改築を行

っております。５番目、長与町公共下水道事業管路施設ストックマネジメント修繕・改

築計画策定業務委託になります。委託名は図面の真ん中辺りに記載しておりますが、業

務の箇所としましては、図面の青枠で囲ってある範囲が全体的な業務委託の範囲。それ

と太い青線、汚水の幹線になりますが、青枠で囲ってある範囲と青線の汚水幹線が業務

委託の範囲となっております。内容につきましては、これまでに実施したテレビカメラ

調査の結果を基に健全度及び緊急度を判定し、改築更新の方法や改築時期などの改築計

画を策定する業務を委託しております。６番目、長与町公共下水道長与浄化センターの

建設工事委託に関する協定になりますが、業務箇所は長与浄化センターになります。こ

ちらは水処理系施設の６系列ございますうち、５系列目についてエアレーションタンク

を高度処理に対応させるための改築更新工事と最終沈殿池の汚泥架橋堰の更新を日本下

水道事業団に委託しております。７番目、長与浄化センター電気計装設備（ＭＬＳＳ

計）更新工事になります。施工箇所は同じく長与浄化センターになります。長与浄化セ

ンターにおいてエアレーションタンク内の浮遊物質の量を量るＭＬＳＳ計が改築時期で

あったため、１、２、３系に設置をしておりました３組を今回更新しております。 

以上が重要契約の説明、要旨の説明となります。 



○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

以上をもちまして、決算に関することにつきまして説明を終了いたします。 

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○委員長（中村美穂委員） 

１４時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 １４時１９分から１４時２９分） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。先程、提案理由の説明が終わりましたので、

これから質疑を行います。質疑についてですけれども、まず下水道事業会計決算書の決

算書類の１ページから１１ページまでの中で質疑を受けたいと思います。そののち決算

附属書類、また先程説明がありました工事箇所等の図面、それから当委員会が請求した

資料についての順番で質疑を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ま

ず決算書類の１ページから１１ページの中で、質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

３ページの下の方の支出の不足分で減債積立金１億８,８５７万５８１円を補填した

とありますけれども、減債積立金の残ったあとの積立金があるのかないのか。あれば幾

らなのか。そこのところをお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

今回、減債積立金で不足額を補うということで１億８,８５７万５８１円、補填財源

として使用しておりますが、８,５１６万２,８６２円が減債積立金の残りとして存在を

する状況でございます。８ページの剰余金計算書の利益剰余金というところに減債積立

金がありまして、下に当年度末残高がございます。これが減債積立金の残高になります。 

○委員長（中村美穂委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

そしたら今度は７ページの処分計算書（案）のところで、処分による額が出ておるわ

けですけども、真ん中付近の減債積立金の積み立てで８,１５３万１,５８７円。これが

右上の方の剰余金の下の方の１億８,８５７万５８１円。これを資本金へ繰り入れると。

すると先程の減債積立金もこれになるんじゃないかという気がするんです。これと一緒

のことになるんですか。数字的には一緒ですけども、同じになるんですか。ちょっとそ

こんところお願いします。 



○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

今言われたのは処分計算書（案）で書いてある資本金への組み入れ額が１億８,８５

７万５８１円ということでございますけれども、これにつきましては６ページの損益計

算書にも記載をしておりますけれども、その他未処分利益剰余金変動額ということで同

じ額を記載しておりますが、これにつきましては、現在の減債積立金を取り崩した額に

なっております。その取り崩した額につきましては、積立金の方にも積み立てることが

資金的な裏付けがないということでできませんので、この分につきましては、７ページ

の処分計算書案で処分の方法といたしましては資本金の方に組み入れて資本金を増強し

ようということで、今回、計算書案ということで提示をさせていただいております。 

○委員長（中村美穂委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

この場合に減債積立金という言葉じゃなくて資本金という言葉で計上するわけですか。

上の方では減債積立金というとこで上がってくるわけですけども。こちらで資本金、費

用の方では減債積立金のところに入る。資本金という名前が水道会計法か何かあって、

そういうのに則ってやってるんでしょうけれども、資本金という言葉になってくるわけ

ですか。減債積立金では駄目ということですか。そこの法的解釈をお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

この１億８,８５７万５８１円は、企業債を返済するために減債積立金の積み立てを

取り崩したお金になります。一旦取り崩して、また減債積立金の方に積み戻すというこ

とはできませんので、損益計算書の方にありますように未処分利益剰余金ということで、

このまま未処分のままにしておくわけにはいきませんので、どこかに計上をするという

ことでございます。そういった場合、今のやり方としては資本金の方に組み入れを行っ

ているという状況でございまして、法的にも減債積立金には積み立がてができないもの

ですから、選択肢として資本金の方に組み入れを行っているという状況でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

ないようでしたら次の決算附属書類の１２ページから１５ページまでの下水道事業報

告書からになりますけれども、その中で質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

１５ページ、再構築とか、電気設備工事、また建設工事委託。このような契約をされ



てるんですが、費用対効果、どのようなメリットが考えられるのか教えてください。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

工事に対する費用対効果ということでございますけども、なかなか数字で表すことは

少し困難かなというふうに思うんですけども、トータル的な考えといたしましては、例

えば３番のニュータウン中央線取付管工事につきましては、取付管工事が行えるという

ことで有収水量の向上に繋がるということで、そういった面では費用対効果は出てるの

かなということを考えております。また一番上の建設工事委託に関する協定、日本下水

道事業団に何件か委託をしておりますけども、これにつきましては浄化センターの高度

処理あるいは老朽化した施設の改築、そういったものを行っております。そういったこ

とで先程言った大村湾の水質の向上であったりとか、そういった環境面に対するメリッ

トの方が大きいのではないかということでございまして、実際その数値的なメリットを

表すのはなかなか困難でございますけども、そういった環境面であったりとか、そうい

った面では効果が表れているのではないかなというふうに考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

１４ページの水洗化戸数を見ますと、平成３０年と令和元年度で１３５所帯アップし

てますね。ビューテラス北陽台は令和元年度ではどうなんですか。まだ半分ぐらいなの

か。あそこの利用状況、下水のですね。１３５所帯アップしてるんですけども、北陽台

の団地の分はもう完全に入っておるのか。半分ぐらいやったのか。状況分かりますか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

確かに委員がおっしゃいますとおり１３５戸の増加ということで、かなりな数が増え

てるんですけども、今、言われたビューテラス北陽台につきましては、元年度について

はある程度もう張りついてしまっていたのかなって思いますけれども、逆に池山地区の

方に団地開発がございまして、そちらの方が戸数については増えている要因かなという

こともございますし、また、三根郷の方に洋裁工場、三根大橋の所にあるんですけども、

そういった所が水洗化をしていただいた。そういった経緯もございまして、元年度につ

きましては結構な数の増加に繋がっているのではないかなというふうに考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

松林委員。 



○委員（松林敏委員） 

１５ページの会計のところなんですけども、１つ目と２つ目と６つ目、日本下水道事

業団という所が契約していると。これは入札でされてるのかなと思うんですけど、特殊

な工事だから入札が成立してるのかどうかっていう点と、もう１つ下水道の工事ってい

う中、あまり水道と関係ないような会社が契約されてるような感じには見えるんですけ

ど、これは問題なくちゃんと工事が出来ているのかどうかですたいね。お教えください。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

今、言われた日本下水道事業団につきましては、町の方と事業団の方で協定を行って

るんですけども、事業団っていう性格が、国が設立をしたということで、過去に下水道

の普及を急いでしなければならないといった国の方針もありまして、地方には浄化セン

ターを作るような電気とか、機械とか、そういう技術者がなかなか少ないということで、

そういったところをフォローしてあげようということで日本下水道事業団を設立しまし

て、かなり多くの率で全国、委託、協定を結んで浄化センター等の改築を行っておりま

す。そういったことで国も推進をしておる事業団でございまして、下水道事業を推進を

させていこうということで、下水道事業団に随意契約という形で協定を結んでやってお

りますが、事業団自体が工事を発注する場合は、きちんと事業団が競争入札を行って業

者を決定しておりますので、その辺の透明性は確保できてるのかなというふうなことは

考えております。あとほかの落札をした業者につきましても、きちんと町の方に指名の

伺いを出して技術能力であったりとか、経済能力であったりとか、そういったことも吟

味をして入札に参加をしていただいておりますので、実際のところ仕事についてもきち

んとやっていただいておりますので、問題はないというふうに考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

ないようでしたら、１６ページのキャッシュ・フロー計算書、それから１７、１８ペ

ージの下水道事業会計収益費用明細書の間で質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

ちょっと上水でも聞いたんですけれども、今度、債務負担行為でやるということで補

正で決めたわけですけども、３年から５年。そういう中で新しくいろんな項目が今度の

方にいろんな修繕とかなんとかの分でいくんじゃないかと思いますけれども、幅広くで

すね。それをページ数で言ったら１８ページぐらいになるのかなと思いますけれども、

それを基にして、どの分がどれぐらい今度の債務負担の方で仕事を委託する。そういう

のが分かっておれば何段目とか、処理場が幾らとか、そういうところをお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 



山口課長。 

○下水道課長（山口新吾君） 

今回、業務委託の方に包括をしようって考えてるものにつきましては、この営業費用

の中の管渠費、それから処理場費の中の主に委託料ということでございますけれども、

この表ではまとめて書いておりますので、工事名等を言わしていただきますと、管渠費

におきましてはマンホールポンプの台風対策業務であったりとか、あとマンホールポン

プの整備だったりとか、修繕工事。それから処理場費におきましては、自家発電設備の

点検整備業務、これはどうしても委託料の中に含まれておりますので、その中で今内訳

を申し上げてるんですけれども、自家発電装置の点検整備業務だったりとか、最終沈殿

池や沈砂池、そういった清掃業務、それから監視装置の整備業務、あるいは工業計器点

検の整備業務ですね。そういったものがこの委託料の中に入っておりますが、その中か

らそういった項目につきましては、今回の包括民営委託の方に入れた方がさらなる効率

化を図れるということで、今回見直しを行ったものでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

１９ページの下水道事業会計資本的収入及び支出明細書から最後２４ページの企業債

の明細書、最後のところまでの間で質疑はありませんか。 

ないようでしたら、先程説明のときに配られました資料の中の地図ですね、工事箇所

等の地図、それから当委員会が求めた資料について、含めて質疑はありませんか。 

ないようでしたら全体を通して質疑はありませんか。 

よろしいですか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第７７号のうち剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第７７号のうち剰余金の処分について採決します。 

本案のうち、剰余金の処分について原案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案のうち剰余金の処分については、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

次に議案第７７号のうち決算認定について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第７７号のうち決算認定について採決します。 



本案のうち決算認定について、原案のとおり認定すべきものと決することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案のうち決算認定について、原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

本日はこれで閉会いたします。 

御審議お疲れさまでした。 

（閉会 １４時５４分） 


